別紙
令和８年度水道又は工業用水道の用に供する償却資産に係る
固定資産申告に当たっての記載要領
１　提出すべき書類
1  固定資産申告書、種類別明細書及び価額等の市町村別明細書（別添様式によ
る）　　各１部　　※法人番号の記載要
　⑵　参考資料
　　　新規取得があった年度はその資産の台帳の写しをご提供いただくこととなる場合がありますのでご承知おきください。

ご提出いただく各帳票作成の基となるデータ等につきましては、例年同様可能な限りメール等でご提供いただきますようお願いいたします。
２　固定資産申告書（種類別明細書を含む）様式記載要領

⑴　固定資産申告書は、Ａ４版とし、１部作成して提出してください。

2  ※印の欄は、申告者において記載することを要しません。

3 　固定資産申告書は、次によって記載してください。

ア　「所有者の住所」の欄には、主たる事務所または事業所の所在地を記載してください。

イ　次に掲げる各欄に記載する額は、それぞれ次に掲げる額と同額となります。

①　「前年度の価額（イ）」…前年度の固定資産申告書の「価額の計（ホ）＋（チ）（リ）」の欄に記載すべき額

②　「（イ）のうち前年中に減少したもの（ロ）」…種類別明細書の（２）の「前年度の価額」の欄に記載すべき額

③　「（ハ）に係る減価償却額（ニ）」…「（イ）－（ロ）（ハ）」の欄の額から「価額（ホ）」の欄の額を控除した額

④　「価額（ホ）」…種類別明細書の（１）の「価額（イ）×（ロ）」の欄に記載すべき額

⑤　「取得価額（ヘ）」… 種類別明細書の（３）の「取得価額（イ）」の欄に記載すべき額

⑥　「（ヘ）に係る減価償却額（ト）」… 「取得価額（ヘ）」の欄の額から「価額（チ）」の欄の額を控除した額

⑦　「価額（チ）」…種類別明細書の（３）の「価額（イ）×（ロ）」の欄に記載すべき額

⑧　「（リ）のうち水道及び工業用水道分（ヌ）」…「価額の計（ホ）＋（チ）（リ）」の欄の額に負担割合を乗じた額（決定価格）
　　ウ　申告書欄外に、水道及び工業用水道の負担割合を記載してください。

⑷　種類別明細書は次によって記載してください。

ア　前年前に取得した資産（前年の１月１日以前に取得したものをいう。）については、総合償却資産を除き種類別明細書の（１）に記載してください。

イ　前年中に減少した資産（前年の１月１日以前に取得した資産で前年中に減少したものをいう。）については、総合償却資産を除き種類別明細書の（２）に記載してください。

ウ　前年中に新たに取得した資産については、総合償却資産を除き種類別明細書の（３）に記載してください。

この場合において、償却資産の改良のために支出した金額いわゆる改良費の支出がある場合には、当該改良が加えられたことにより増加した部分の価額と当該改良を加えられた償却資産とは区分して記載してください。

エ　総合償却資産以外の資産については、資産の種類、構造または用途の別に細目を記載し、細目は取得年次が同じであるものについては一括して記載してください。

また、総合償却資産については、それ以外の資産とは別葉で種類別明細書の（１）から（３）を作成することとし、資産の種類、構造又は用途（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」という。）別表に掲げるものにあっては設備の種類）が同じであるものについては一括して記載してください。

オ　課税標準の特例の適用のある資産については、特例適用条項の異なるごとに記載してください。

カ　「種類」の欄には、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具ならびに工具、器具および備品の別に記入してください。
キ　「耐用年数」の欄には、耐用年数省令別表に掲げる耐用年数を記載してください。
ただし、法人税法施行令第57条第１項の規定により国税局長の承認を受けた耐用年数によるものにあっては当該耐用年数を、耐用年数省令第１条第２項第４号の規定による税務署長が認定した耐用年数によるものにあっては当該耐用年数を、耐用年数省令第３条第１項及び第２項の資産にかかる耐用年数によるものにあっては当該耐用年数を記載してください。

ク　「取得年次」の欄には、総合償却資産にあっては当該償却資産を最初に取得した年次を記載してください。

ケ　「取得価額」の欄には、償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額（当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用の額を含む。）を記載するものであるが、具体的には、原則として法人税法およびこれに基づく命令による所得の計算上当該償却資産の減価償却額の計算の基礎となる取得価額の算定の方法の例によって算定したものを記載してください。

なお、取得価額の算定にあたっては、法人税法第42条から第50条までの規定により法人の各事業年度の所得の計算上損金に算入される額は、当該償却資産の取得価額に含めるものとしてください。　
コ　「前年度の価額」の欄には、当該償却資産につき前年度の種類別明細書の「価額」の欄に記載した額を記載してください。

サ　「減価残存率」の欄には、当該償却資産の評価に用いる減価率を基礎として算定した率を記載してください。この場合において、減価率とは、総務大臣が地方税法第388条第１項の規定により定めた固定資産評価基準の別表第15に掲げる耐用年数に応ずる減価率をいうものとしてください。

シ　「備考」の欄には、次に掲げる事項を記載してください。

①　地方税法第349条の３または法附則第15条の規定の適用がある償却資産については、その適用条項

②　償却資産の耐用年数につき法人税法施行令第57条第１項の規定により国税局長の承認を受けたものについては、当該承認を受けた事由および当該耐用年数を最初に適用する事業年度ならびに当該承認を取り消され、または承認を受けた耐用年数を伸長された場合には、その内容

③　償却資産の償却額の計算につき、法人税法施行令第60条の規定の適用を受けた場合には、その内容

④　償却資産が災害その他の事故により著しく損傷したことその他これに類する特別の事由があり、かつ、その価額が著しく低下した場合には、その価額の低下の程度

⑤　船舶については、登録船名、船舶登録番号、総トン数および船籍港、航空機については、航空機登録番号および定置場

⑸　価額等の市町村別明細書は、令和８年１月１日現在における資産の所在市町村ごとに記載すること。
３　eLTAX（エルタックス）による申告について
令和７年１月６日より、eLTAX（エルタックス）による電子申告が可能となりました。電子申告を行った場合は、その旨愛知県市町村課（担当：花井　052-954-6068）までご一報ください。
なお、利用方法等につきましては、リーフレットや下記ホームページをご覧ください。

（参考）　操作マニュアル等

固定資産税 償却資産（知事・大臣配分資産、大規模償却資産）申告の

電子化に係る特設ページ　https://www.eltax.lta.go.jp/news/09853

